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相馬市、相馬郡医師会相馬支部（以下「医師会」という。）及び公立相馬総合病院（以下「病院」という。）は、世界的に蔓延している新型コロナウイルスから、相馬地域に居住する住民を守り、かつ当地域の医療体制の継続的維持を図るために、相馬市新型コロナ対策診療事業（以下「事業」という。）を実施するにあたり、次のとおり要項を定める。

（実施主体）
第１条　この事業の実施主体は、相馬市とし、医師会及び病院は、これを支援するものとする。
（実施期間）
第２条　実施期間は、相馬市が事業継続の必要が無いと認めた時まで継続する。
（実施場所）
第３条　この事業は、病院敷地内に設置する発熱外来診察室において実施する。
（派遣機関）
第４条　この事業に従事する医師の派遣は、医師会に委託するものとする。
２　医師会は、所属医師のうち、この事業に参加を希望する医師を病院に派遣する。
（派遣医師の身分）
第５条　この事業に参加する医師会所属の医師（病院医師を除く。）は、病院非常勤嘱託医師としての身分を有して診療を行うものとする。
（対象患者）
第６条　この事業における診療対象は、相馬市及び新地町に居住する、または相馬市及び新地町に勤務する、発熱が３７．５度以上を有する高校生以上の患者とする。
（診療）
第７条　この事業における診療において、患者が新型コロナウイルスに感染している疑いを認められる場合は、速やかに帰国者・接触者外来に引き継ぐ。
（診療日）
第８条　この事業の実施に基づく医師の派遣は、次の各号に定める日以外とする。
（１）土曜日及び日曜日
（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日
（３）１２月２９日から翌年１月３日までの日
（診療時間）
第９条　診療時間は、午前の部を午前１０時から午前１２時とし、午後の部を午後１時から午後３時とする。
（診療体制）
第１０条　この事業の診療体制は、次のとおりとする。
（１）医師会から派遣された医師が、この事業の診療にあたる。
（２）相馬市は、病院に依頼して、看護師等この事業の実施に必要な職員を配置し、また要請に応じ従事できるよう待機させるものとする。
（３）相馬市は、この事業の実施に必要な保健師等の職員を派遣する。
（４）相馬市は、病院に依頼して、事業実施のために医薬品、診療機材、その他必要な物資を準備する。
（派遣医師への謝礼）
第１１条　派遣医師への謝礼は、相馬市が直接支払いを行う。
（診療報酬）
第１２条　この事業の実施に係る診療報酬の収入は、病院に帰属するものとする。
（事業費用）
第１３条　この事業の実施にあたり必要な費用は、相馬市が負担する。
（賠償責任）
第１４条　病院は、派遣医師の医療行為に関し、提起された損害等の責を負うものとする。
（庶務）
第１５条　この事業の庶務は、相馬市保健センターが行なう。
（その他）
第１６条　上記以外に問題が生じたときは、その都度、相馬市長、相馬郡医師会相馬支部長、病院院長及び相馬郡医師会長において協議するものとする。
